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質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
久
保
田
鶴
松
君
提
出
昌
運
工
作
所
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
質
七
六
第
一
号 

昭
和
五
十
年
十
一
月
四
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
久
保
田
鶴
松
君
提
出
昌
運
工
作
所
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

株
式
会
社
昌
運
工
作
所
の
株
式
は
、
相
続
税
の
物
納
と
し
て
国
が
収
納
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
蔵
大
臣
名
義

と
な
つ
て
い
る
そ
の
株
数
は
六
百
五
十
九
万
一
千
五
百
二
十
株
、
持
株
率
は
五
十
四
・
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
六
百
五
十
八
万
九
千
五
百
二
十
株
は
、
山
岡
康
人
の
死
亡
に
伴
う
相
続
税
の
物
納
と
し
て
昭
和

四
十
一
年
九
月
五
日
に
収
納
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一 

相
続
税
の
物
納
に
関
連
す
る
法
令
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

1 

相
続
税
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条 

2 

相
続
税
法
施
行
令
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条 

3 

昭
和
三
十
四
年
直
資
十
「
相
続
税
法
基
本
通
達
」
（
国
税
庁
長
官
通
達
）
第
二
百
十
六
条
か
ら
第
二
百
三
十

五
条
ま
で 



一 

国
有
財
産
保
全
の
立
場
か
ら
、
大
蔵
省
近
畿
財
務
局
の
担
当
官
が
株
主
総
会
に
出
席
し
て
い
る
。
各
決
算
期

の
議
案
内
容
及
び
こ
れ
に
対
す
る
賛
否
の
状
況
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
総
会
に
お
い
て
も
議
案

の
賛
否
に
つ
い
て
意
思
表
示
を
し
た
以
外
は
発
言
は
し
て
い
な
い
。 

四 
一 
国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
に
基
づ
く
人
事
院
の
就
職
承
認
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

   

一 

株
式
会
社
昌
運
工
作
所
は
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
期
か
ら
昭
和
四
十
六
年
三
月
期
ま
で
（
年
一
回
決
算
）
一
割

配
当
（
各
期
総
額
六
千
万
円
、
う
ち
国
へ
の
配
当
額
三
千
二
百
九
十
四
万
七
千
六
百
円
）
を
行
い
、
昭
和
四
十 

2 

ヤ
ン
マ
ー
デ
ィ
ー
ゼ
ル
株
式
会
社
へ
の
就
職
承
認
事
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

1 
株
式
会
社
昌
運
工
作
所
へ
の
就
職
承
認
事
例
は
な
い
。 

 



一 

物
納
さ
れ
た
株
式
に
つ
い
て
は
、
経
済
の
実
勢
、
証
券
市
場
の
動
向
、
当
該
企
業
の
業
績
等
の
諸
条
件
を
考 

一 

株
式
会
社
昌
運
工
作
所
の
合
理
化
問
題
を
め
ぐ
る
労
使
間
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
中
立
的

立
場
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

一 

株
式
会
社
昌
運
工
作
所
に
お
け
る
合
理
化
計
画
案
に
つ
い
て
は
、
発
表
前
に
大
蔵
省
近
畿
財
務
局
に
連
絡
が

あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
、
簡
単
な
報
告
を
受
け
た
に
と
ど
ま
り
、
同
財
務
局
が
相
談
を
受
け
、
又
は
指
導
を
求
め

ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。 

一 

大
蔵
大
臣
が
株
式
会
社
昌
運
工
作
所
の
筆
頭
株
主
と
な
つ
て
は
い
る
が
、
物
納
財
産
で
あ
る
と
い
う
本
件
株

式
の
取
得
の
経
緯
か
ら
し
て
、
国
は
、
会
社
経
営
に
関
す
る
指
導
は
一
切
行
つ
て
い
な
い
。 

七
年
三
月
期
か
ら
昭
和
四
十
九
年
三
月
期
ま
で
は
六
分
配
当
（
各
期
総
額
三
千
六
百
万
円
、
う
ち
国
へ
の
配
当

額
千
九
百
七
十
六
万
八
千
五
百
六
十
円
）
を
行
つ
て
い
る
。
昭
和
五
十
年
三
月
期
は
無
配
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
国
へ
の
配
当
金
は
、
一
般
会
計
歳
入
と
し
て
収
納
し
て
い
る
。 

五 

 



一 

山
岡
康
人
の
死
亡
に
伴
い
課
さ
れ
た
相
続
税
は
、
そ
の
半
ば
以
上
が
金
銭
に
よ
り
納
付
さ
れ
、
そ
の
残
額
に

つ
い
て
株
式
会
社
昌
運
工
作
所
の
株
式
に
よ
る
物
納
の
申
請
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
残
額
の
納
付
に

つ
い
て
は
、
金
銭
で
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
他
に
物
納
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
適
当
な
財

産
が
な
か
つ
た
の
で
、
当
該
物
納
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

慮
し
な
が
ら
、
国
に
最
も
有
利
な
形
で
処
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
株
式
会
社
昌
運
工
作
所
の
株
式
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。 

な
お
、
物
納
さ
れ
た
株
式
は
、
原
則
と
し
て
収
納
価
格
を
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
上
回
つ
た
場
合
に
処
分
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
水
準
に
達
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
諸
般
の
条
件
を
考
慮
し
て
早
急
に
処

分
す
る
方
が
有
利
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
段
階
で
処
分
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
本
件

株
式
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
に
数
日
こ
の
水
準
を
上
回
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も

の
で
あ
つ
て
、
間
も
な
く
収
納
価
格
を
相
当
下
回
つ
た
た
め
、
つ
い
に
処
分
す
る
に
至
ら
な
い
ま
ま
現
在
ま
で 

六 

 



一 

国
は
株
式
会
社
昌
運
工
作
所
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
政
府
と
し
て
は
、
総
評
全

国
金
属
労
働
組
合
昌
運
工
作
所
大
阪
工
場
支
部
等
か
ら
の
団
体
交
渉
の
申
入
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

     

所
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

今
後
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
前
項
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

七 

 



           

八 

 



           

九 
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